
来年度の意見交換会（案）について 資料３

・意見交換会（住民ワークショップ）における課題

・公共施設で開催

・時間を決めて会議のように開催 →つまらない！ ハードルが高い！

・決まった人のみ参加

↓解決策案（今回のコンセプト）

・商業施設等（飲食できる場所）で開催

・途中参加、途中退出可 →自由度が高い！ ハードルが低い！

・子どもを含むあらゆる世代の参加

・期 間 令和５年５月～７月頃（以降、月１回程度）

・協働連携者

自治基本条例推進会議委員、その他ボランティア団体

事業者、区・自治会、学校・園、

協働のまちづくり推進課、事業担当課、地域担当職員

・こういった意見交換会（住民ワークショップ）の開催方法を推進会議委員はじめ、
有志のみなさんでお話し合いしたいと考えています。


